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訴訟の判決に対する控訴のお知らせ 

 

 

当社は、平成23年6月20日付「リーマン・ブラザース証券株式会社に対する訴訟の判決に関するお知

らせ」にてお知らせ致しました訴訟の判決について、当該判決を不服として、この度、控訴を提起致し

ましたので、下記の通りお知らせ致します。 

 

 

記 

 

1. 控訴を提起した裁判所 

  東京高等裁判所 

 

2. 控訴に至った経緯 

本件訴訟につきまして、平成 23 年 6 月 20 日付「リーマン・ブラザース証券株式会社に対する 

訴訟の判決に関するお知らせ」にてお知らせの通り、平成 23 年 6 月 16 日に東京地方裁判所にお

いて、当社が、リーマン・ブラザース証券株式会社に対して提起した訴訟の判決の言い渡しがあ

り、当社の請求が棄却されております。 

     当社としては、当該判決は承服できないものであるため、控訴を提起致しました。 

 

3.  今後の見通し 

当社の主張が認められなかったことは誠に遺憾であるため、控訴審において是正を求めていく

方針であります。 
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